
社内外からの通報窓口の設置について 
 
当社では、労働者等の内部者及びお取引先・退職者等の外部者からの通報・相談等（以下

「通報等」という）を受け付ける「通報窓口」を設置しています。 
受理した通報等については、通報等に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報等の

対象となっている事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置
を講じます。通報等に関する秘密及び個人情報は、公益通報者保護法、個人情報の保護に関
する法律等により守られ、通報者が通報を行ったことを理由に不利益な取り扱いを受けな
いようにします。ただし、悪意に基づく通報であることが判明した場合は、この限りではあ
りません。また、被通報者に対し、その秘密を守るために適切な措置を講ずるとともに、誹
謗中傷等から保護する方策を講じます。 

 
 通報等をされる方は、電子メール又は郵送によりご連絡ください。通報等をいただく場合
には、できる限り、以下の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。 
 
・氏名 
・勤務先、部署名、役職名 
・連絡先 
・法令に違反している行為（又は法令に違反しようとしている行為）、どの法令の違反が疑
われるか 

・法令違反行為について信ずるに足りる理由（通報内容が真実であることを裏付ける証拠や
関係者による信用性の高い供述等） 

 
通報窓口：内部監査室  

E-mail    gaibu-tsuho(at)nepon.co.jp  
郵送宛先 〒243-0215 神奈川県厚木市上古沢 411 番地 

           ネポン株式会社 厚木事業所 内部監査室 
 

     あきつ総合法律事務所 弁護士 納谷 全一郎 
      E-mail    gaibu-tsuho(at)akitsu-law.jp  

郵送宛先 〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目 12番 1 号 
                 虎ノ門第一法規ビル 3 階 
 

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 
     お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 


